評価基準及び配点（技術提案評価項目Ａ）
　一般工事用　　
	評価項目
	評価基準
	評価点

	企業の施工能力（４．６点）
	ア　施工実績

元請けとしての、同種・類似工事の施工実績を評価する。

　　平成６年４月１日以降に完成し申請期限の日までに引渡しが完了した工事を対象とする。
	同種工事の経験あり
	1.4

	
	
	類似工事の経験あり
	0.7

	
	
	実績なし
	0.0

	
	イ　工事成績評定

発注業種の工事成績評定点（対象5年間、平成16年度から平成20年度の期間）の平均値（小数点以下第２位を四捨五入１位止め）で評価する。

なお、対象の評定点がない場合は、評価点を０点とする。

評価の対象工事は、岩手県が発注した工事のうち、当該発注工事と同じ発注業種の工事とする。
	85点以上
	2.0

	
	
	80点以上85点未満
	1.0

	
	
	75点以上80点未満
	0.5

	
	
	75点未満
	0.0

	
	ウ　優良工事の受賞、配置予定技術者の表彰実績

　　以下のいずれかの実績があれば評価する。

  ・企業として岩手県が行った、平成16年度から平成20年度の「優良県営建設工事表彰」の受賞

　・主任技術者として岩手県が行った、平成16年度から平成20年度の「優良県営建設工事表彰」

・「優秀施工者岩手県知事表彰」

・「東北地方工事安全施工推進大会優良企業（現場代理人）表彰」の受賞
	表彰あり
	0.3

	
	
	表彰なし
	0.0

	
	エ　ＩＳＯの認証取得
　　申請期限の日現在有効なISO9001又はISO14001の認証取得の有無により評価する。
	ISO9001又は

ISO14001を取得
	0.3

	
	
	なし
	0.0

	
	オ　新分野進出の実績

　　岩手県が前年度までに県内の建設業登録者を対象に行う、「新分野進出等表彰制度（奨励企業を含む）」の受賞の有無により評価する。
	受賞あり
	0.3

	
	
	受賞なし
	0.0

	
	カ　資格取得の取組

平成19年4月1日から申請期限の日までに以下のいずれかの場合の実績があれば評価する。

・新たに資格を取得した職員がいる場合

・資格を所有している者を新たに常時雇用した場合
	実績あり
	0.3

	
	
	実績なし
	0.0

	配置予定技術者の要件（１．９点）
	キ　施工経験

同種・類似工事を元請の、主任技術者、監理技術者として施工した経験により評価する。対象となる工事は、平成６年４月１日以降に完成し申請期限の日までに引渡しが完了した工事とする。
	同種工事の経験あり
	1.4

	
	
	類似工事の経験あり
	0.7

	
	
	経験なし
	0.0

	
	ク　配置予定技術者の工事成績評定

主任技術者、監理技術者として施工した、工事成績評定点（対象5年間、平成16年度から平成20年度の期間）のうち最高値で評価する。

なお、対象の評定点がない場合は、評価点を０点とする。

評価の対象工事は、岩手県が発注した工事とする。
	85点以上
	0.5

	
	
	75点以上85点未満
	0.2

	
	
	75点未満
	0.0

	地域精通度等（３．５点）
	ケ　地域内拠点の有無

主たる営業所（建設業法（昭和24年法律第100号）第7条に基づく経営業務の管理責任者を置く営業所）の所在地に基づき評価する。
	釜石市内に営業所あり
	1.0

	
	
	釜石市内に営業所なし
	0.0

	
	コ　災害活動の実績等

企業として以下のいずれかの実績があれば評価する。

・工事箇所の振興局等管内で平成19年度又は20年度における災害活動実績。

・「災害時における応急対策業務に関する協定」は、申請期限の日現在における岩手県と締結したものに限る。
	災害活動の実績あり
	1.0

	
	
	協定締結あり
	0.5

	
	
	災害活動の実績及び協定締結なし
	0.0

	
	サ　雇用対策の実績

　　企業として申請期限の日現在、以下のいずれかの実績があれば評価する。

・「障がい者」の常時雇用

・「建設関連学科の卒業生」を卒業後１ヶ月以内に採用し、常時雇用

・平成20年7月1日以降に離職した者を採用し、１ヶ月以上雇用している状況が継続
	あり
	0.5

	
	
	なし
	0.0

	
	シ　地域貢献活動の実績

工事箇所の振興局等管内で、地域貢献（無償奉仕）活動の実績（対象2年間　平成19年度から平成20年度の期間）があれば評価する。
	年４回以上の実績が２年間継続
	1.0

	
	
	年４回以上の実績あり
	0.5

	
	
	実績なし
	0.0

	
	評価点計（Ａ）
	
	10.0


技術提案評価項目Aにおける留意事項

釜石市

【共通】

①　岩手県が発注した工事とは、知事部局発注工事の他、医療局、企業局等県の組織が発注した全ての工事を含むものとする。

②  各評価項目要件は、特定共同企業体及び経常共同企業体の構成員実績を認めるものとする。

③　特定共同企業体として入札に参加する者の評価は、代表者の実績で評価するものとする。

また、経常共同企業体として入札に参加する者の評価は、企業体として評価項目に掲げるイ、ウ、カ、コ、シの実績があれば評価するものとする。それ以外の評価項目は、代表者の実績で評価するものとする。

④  配置予定技術者は、入札公告に掲げる工事に専任で配置する技術者とする。

⑤  評価の対象となる配置予定技術者は、発注業種に応じて、次に掲げる国家資格等を有する者に限るものとする。

	発注業種
	資格

	土木
	一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士

技術士（建設・総合技術監理（建設）、建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」）、農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）、水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）、森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」））

	建築
	一級建築施工管理技士

一級建築士

	電気設備
	一級電気工事施工管理技士

技術士（建設・総合技術監理（建設）、建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」）、電気電子・総合技術監理（電気電子））

	管設備
	一級管工事施工管理技士

技術士（機械「流体力学」又は「熱工学」・総合技術監理（「流体力学」又は「熱工学」）、上下水道・総合技術監理（上下水道）、上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）、衛生工学・総合技術監理（衛生工学）、衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」）、衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」））

	舗装
	一級建設機械施工技士

一級土木施工管理技士

技術士（建設・総合技術監理（建設）、建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」））

	鋼橋上部
	一級土木施工管理技士

一級建築施工管理技士

一級建築士

技術士（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」））

	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ
	土木と同じ

	法面処理
	一級建設機械施工技士

一級土木施工管理技士

一級建築施工管理技士

技術士（建設・総合技術監理（建設）、建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」）、農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）、水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）、森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」））

	機械設備
	一級土木施工管理技士

一級建築施工管理技士

一級建築士

技術士（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」）、機械・総合技術監理（機械）、機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理（「流体工学」又は「熱工学」）、上下水道・総合技術監理（上下水道）、上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）、衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」）、衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」））

	塗装
	一級土木施工管理技士

一級建築施工管理技士

	グラウト
	法面処理と同じ

	通信設備
	技術士（電気電子・総合技術監理（電気電子））、電気通信工事業に関して建設業法第15条第2号ロ若しくはハに該当する者

	しゅんせつ
	一級土木施工管理技士

技術士（建設・総合技術監理（建設）、建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」）、水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」））

	造園
	一級造園施工管理技士

技術士（建設・総合技術監理（建設）、建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」）、森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」）、森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」））

	ボーリング
	一級建設機械施工技士

一級土木施工管理技士

一級建築施工管理技士

技術士（建設・総合技術監理（建設）、建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」・総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」）、農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）、上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）、水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）、森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」））

	消防設備
	甲種消防設備士

	標識設置
	法面処理と同じ

	鋼工作物
	鋼橋上部と同じ

	防水
	一級建築施工管理技士


⑥  申請者が配置予定技術者を特定できない場合は、複数の技術者を配置予定技術者とすることができる。

この場合、配置予定技術者に係る評価項目算定資料は、すべての配置予定技術者について提出するものとする。

なお、配置予定技術者に係る申請者の評価点は、最も低い評価を受けた技術者をもって算定する。

　⑦　申請内容に根拠がない又は錯誤があった場合等の取扱いについては、次のとおりとする。

・申請内容に根拠がない場合等については、その者の入札を無効とする。

　　・申請内容に錯誤があった場合等については、過小評価については自己評価点で評価（点数変更なし）し、過大評価については最低点により再評価（０点）とする。

　　　なお、各評価項目毎の取り扱いは、別表のとおりとする。

　　・不明な箇所については発注者より質問等おこなう場合がある。

〔ア　施工実績〕 

1 岩手県が発注した工事以外も対象とする。

2 同種・類似工事は別添総合評価算定基準による。

③　工事実績の証明は、CORINSの写しにより行うものとする。

④　CORINSに登録されていない等CORINSによる証明が困難な場合には、契約書の写し（工事名、工期、契約金額、発注者及び受注者印、工事実績が確認できる部分）を提出する。

⑤　CORINSまたは契約書の写しにより工事内容等を証明できない場合には、工事内容を確認できる資料（客観性を持って必要条件を確認できる）の写しを提出する。

〔イ　工事成績評定〕

①　工事成績評定点の計算式は次のとおりとし、申請内容を県が保有するデータで確認する。

ⅰ　発注業種ごとに年度別（平成16年度から平成20年度）の工事成績Ｘを求める。


ⅱ　ⅰで算定した各年度の工事成績（Ｘ、Ｘ´・・・）の和を、過去5年間で対象となる工事がある年度の数で割り、発注業種ごとの工事成績評定点とする。

〔ウ　優良工事の受賞、配置予定技術者の表彰実績〕

①　優良工事の受賞実績は、企業及び配置予定技術者を対象とする。ただし、配置予定技術者の実績が対象となる場合は、受賞工事の主任技術者であることが証明できる資料も合せて提出する。

②　優良工事の受賞実績は、申請内容を県が保有するデータで確認する。

②　「優秀施工者岩手県知事表彰」及び「東北地方工事安全施工推進大会優良企業（現場代理人）表彰」の受賞実績は、表彰状の写しにより証明する。

〔エ　ISOの認証取得〕

①　登録証の写しにより証明する。

〔オ　新分野進出の実績〕

①　新分野進出の実績は、申請内容を県が保有するデータで確認する。

〔カ　資格取得の取組み〕

①　対象は【共通】⑤の表に示す資格とし、発注業種は問わない。

②　資格証及び雇用関係を証明する資料の写しにより証明する。

〔キ　施工経験〕

①　岩手県が発注した工事以外も対象とする。

②　同種・類似工事は別添総合評価算定基準による。

③　工事実績の証明は、CORINSの写しにより行うものとする。

④　CORINSに登録されていない等CORINSによる証明が困難な場合には、契約書の写し（工事名、工期、契約金額、発注者及び受注者印、工事実績が確認できる部分）及び当該工事の主任技術者、監理技術者または現場代理人であることを証明する資料の写しを提出する。

⑤　CORINS及び契約書等の写しにより工事内容等が不明な場合には、工事内容が確認できる資料（客観性を持って必要条件を確認できる）の写しを提出する。

〔ク　配置予定技術者の工事成績評定〕

①　配置予定技術者の工事成績評定は、工事成績評定通知書の写しと配置予定技術者が当該工事を担当していたことを証明する書類の写しで証明する。

〔ケ　地域内拠点の有無〕

項目Aに記載されているとおり。　

【一般工事用】

〔コ　災害活動の実績等〕

①　災害活動の実績は、様式３－10号災害活動実施申告書に対象年度の活動実績を記入したもの（必要ヶ所に証明押印のあるもの）の写しによって証明する。(様式は県のHPよりダウンロードすること。)

②　災害協定の有無は、申請期限の日現在有効な協定書及び担当地区又は担当路線等が分かる資料の写しによって証明する。

　　　　　なお、担当地区又は担当路線等は以下の資料で証明する。

　　　  ・防災協定証明書（最新の証明書に限る）。

　　　  ・各振興局土木部等に提出した緊急連絡系統図等（振興局土木部等に提出した最新の資料で、日付が記載された添書も含む）。

〔サ　雇用対策の実績〕　

① 「障がい者」の常時雇用は、以下により証明する。

・「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づき障がい者の雇用が義務付けられている業者の場合、公共職業安定所の長に提出した「障害者雇用状況報告書」の写しにより法定雇用率を達成していること（もしくは身体障害者、知的障害者又は精神障害者数の不足数が0人であること）を証明のこと。

　　　　・「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づき障がい者の雇用が義務付けられていない業者の場合、申請期限の日現在、障がい者の常時雇用を証明する書類（障がい者手帳などと雇用を証明する書類）により証明のこと。

②　建設関連学科（登録業種は問わない）の新卒者雇用は、卒業及び雇用状況を証明する資料の写しにより証明すること。ただし、以下の要件が確認できる場合が評価の対象となる。

・平成17年度から平成20年度において、高校卒業後1ヶ月以内に採用し、申請期限の日現在、継続して雇用している場合。

・平成19年度から平成20年度において、大学（短期大学、高等専門学校及び大学又は短期大学と同等以上と国土交通大臣が認めた専修学校を含む）卒業後1ヶ月以内に採用し、申請期限の日現在、継続して雇用している場合。

なお、建設関連学科とは、「施工技術検定規則」第二条に定める学科及び国土交通大臣が「施工技術検定規則」第二条に定める学科と関連する学科として認定した学科とする。

③　離職者の雇用は、平成20年7月1日以降に離職した者を採用し、1ヶ月以上継続して雇用（短期雇用を含む）している場合を評価の対象とするが、以下の資料により離職日及び雇用状況を証明すること。

・離職の証明

　　　　　ⅰ　離職票

　　　　　ⅱ　雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

　　　　　ⅲ　雇用保険受給資格者証（「雇用保険高年齢受給資格者証」及び「雇用保険特例受給資格者証」を含む）

　　　　　ⅳ　雇用保険被保険者手帳（日雇労働被保険者手帳）

　　　　　ⅴ　船員失業保険証の船員失業証明票

　　　　・雇用（雇用年月日及び期間）の証明

　　　　　ⅰ　健康保険被保険者証

　　　　　ⅱ　雇用保険被保険者資格取得確認通知書

　　　　　ⅲ　賃金台帳及び出勤簿（申請期限の日の属する月の前月の資料とする）

　　　　　ただし、ⅲで雇用を証明する場合は、対象となる月の出勤日数が１７日以上であること。
〔シ　地域貢献活動の実績〕

①　地域貢献活動（災害活動を除く）の実績は、以下の活動への人的支援の実績がある場合評価の対象とする。

ただし、基本は1回/日、1人/回とする。

・道路、河川、海岸、ダム、公園、水路、ため池の清掃（草刈、花壇整備を含む）活動

・就業体験学習の支援（インターンシップ）

・高等学校及び専門学校の実習授業への講師派遣

・国、地方自治体（国土交通省、農林水産省関連）、土地改良区が主催する行事への支援

・建設業に関する啓発活動（小中学校を訪問して行う建設業体験支援等）

なお、第三者（施設管理者及び学校長、行事を主催する自治体等の課長）の証明押印があるものの写しによって証明すること。

また、工事契約においての活動、地域のイベントは対象としない。　　　

（工事Aの成績評定×工事Aの請負契約額）＋（工事Bの成績評定×工事Bの請負契約額）＋・・・・
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